
 草加市の重点支援交付金を活用し、物価高騰の影 

響を受けている家庭の暮らしにおいても、市民の防 

犯意識を高め、安全で安心できる地域を目指して、 

個人の住宅に設置する防犯カメラ購入に伴う補助事 

業として、防犯カメラ設置補助事業費１,４９２万円 

が令和８年２月臨時会（第１回）で上程され可決。 

補 助 対 象：防犯カメラ及び設置工事、防犯カメラ付属品の購入 

費用及び設置費用 

補 助 金 額：購入費の２分の１ 

（上限額２０,０００円、１,０００円未満切り捨て） 

補助対象者：市内に住所を有する戸建て住宅にお住まいの市税の 

滞納がない方（一つの戸建て住宅につき１回限り） 

申請受付開始：令和８年６月１日から予定 

≪ 要 件 ≫ 

令和８年６月１日～令和９年２月２６日の 

期間内に購入し設置したものが対象 

購入・設置工事後に申請 
 

全市民に対する支援   ６億６８０万９千円  

非課税世帯・高年者・障がい者に対する支援 

６億１,６３５万５千円 

子育て世帯に対する支援   ９,２７８万円  

事業者に対する支援   ３億３,４８４万５千円 
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